
お問合せ先：

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4. 

犬猫のマイクロチップ情報登録システム構築費

システム構築イメージ

請負事業

• 動物愛護管理法改正（令和元年６月の公布から３年以内に施行）によ
り、所有者明示等の観点から、販売される犬猫については、マイクロ

チップの装着義務化が予定されている。

• マイクロチップ装着後、所有者に係る個人情報を指定登録機関に登録
する必要がある。

＜本システムを利用して行う業務＞

• 所有者情報の新規登録、変更登録
• 登録証明書の発行
• 狂犬病予防法に基づく犬の登録制度とのワンストップ化
• 迷子になった犬猫の所有者情報の回答 等

犬猫のマイクロチップ装着義務化に伴い、所有者情報を登録等を円滑に行うシステムを構築。

指定登録機関において、犬猫の所有者情報の登録・変更等を担うシステム構築を行います。

【令和２年度要求額 187百万円（新規）】

民間事業者

令和２年～令和４年

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 電話：03-3581-3351（内線6656）

■請負先

所有者

所有者情報登録
DB

省令で定める事項(登録情報)
（例）・マイクロチップ番号

・所有者氏名、住所
・連絡先（電話番号、メールアドレス等）
・犬猫個体情報（生年月日、性別等）
等

各都道府県等動物愛護センター/保健所

所有者情報照会

指定登録機関

所有者情報回答

登録証明書発行

市町村
狂犬病犬籍登録担当部局

犬のみ
・登録情報の送付等

狂犬病予防法との
ワンストップ化

情報登録
変更登録

（年次計画）R2年～4年度：構築


